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職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
見
過
ご
す
こ
と

の
で
き
な
い
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
の
「
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す

る
実
態
調
査
（
令
和
５
年
度
）」
に
よ
る
と
、
過
去

３
年
間
に
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
相
談
が
あ
っ
た

企
業
は
64
・
２
%
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
相
談
が
あ
っ
た
企
業
は
39
・
５
%
に
の
ぼ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
顧
客
か
ら
の
著
し
い
迷
惑
行
為

（
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）
の
相
談
が
あ
っ
た

企
業
は
27
・
９
%
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
個
人
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
だ
け

で
な
く
、組
織
全
体
の
士
気
や
生
産
性
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
ま
す
。
本
稿
で
は
、ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

定
義
や
そ
の
背
景
、個
人
や
組
織
へ
の
影
響
、予
防

策
、そ
し
て
被
害
を
受
け
た
際
の
対
処
法
に
つ
い
て

詳
し
く
解
説
し
ま
す
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
無
い
職

場
を
築
く
た
め
の
知
識
を
身
に
つ
け
、
安
心
し
て

働
け
る
環
境
を
共
に
つ
く
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。

「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
の
定
義

　

職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
単
な
る
不
快
な

行
動
や
言
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
個
人
の
尊
厳
を
侵

害
し
、
精
神
的
・
身
体
的
な
苦
痛
を
与
え
る
行
為

で
す
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
は
様
々
な
形
態
が
あ
り

ま
す
が
、職
場
に
お
い
て
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

４
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、

被
害
者
の
働
く
意
欲
を
削
ぎ
、
職
場
全
体
の
雰
囲

気
を
悪
化
さ
せ
る
原
因
と
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
予

防
と
対
策
の
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

定
義
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

① 

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
パ
ワ
ハ
ラ
）

　

職
場
で
の
優
越
的
な
関
係
を
背
景
に
、
業
務
上

必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
言
動
に
よ
り
、

就
業
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
ま

す
。
具
体
的
に
は
、身
体
的
攻
撃
（
暴
行
・
傷
害
）、

精
神
的
攻
撃
（
脅
迫
・
名
誉
毀
損
・
侮
辱
）、
人

間
関
係
か
ら
の
切
り
離
し
（
隔
離
・
仲
間
外
し
・

「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
を
無
く
し
て

安
心
し
て
働
け
る
職
場
に 

無
視
）、
過
大
な
要
求
（
遂
行
不
可
能
な
業
務
の

強
制
）、
過
小
な
要
求
（
能
力
に
見
合
わ
な
い
低

い
業
務
の
命
令
）、
個
の
侵
害
（
私
的
な
こ
と
に

過
度
に
立
ち
入
る
）
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。
法
的

に
は
、「
労
働
施
策
総
合
推
進
法
」
第
30
条
の
２
に

基
づ
き
、事
業
者
は
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

② 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
セ
ク
ハ
ラ
）

　

職
場
で
の
性
的
な
言
動
に
よ
り
、
就
業
者
が
不

利
益
を
受
け
た
り
、就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と

を
指
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
性
的
な
冗
談
や

か
ら
か
い
、
食
事
や
デ
ー
ト
へ
の
執
拗
な
誘
い
、

個
人
的
な
性
的
体
験
談
の
話
、
性
的
関
係
の
強
要
、

身
体
へ
の
不
必
要
な
接
触
、わ
い
せ
つ
な
ポ
ス
タ
ー

等
の
配
布・掲
示
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。法
的
に
は
、

「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」
第
11
条
に
基
づ
き
、
事

業
者
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
講
じ
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

③ 

マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
マ
タ
ハ
ラ
）

　

妊
娠
・
出
産
・
育
児
休
業
等
に
関
連
す
る
言
動

に
よ
り
、
就
業
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
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優
越
的
な
立
場
を
悪
用
し
て
部
下
や
同
僚
に
不

適
切
な
言
動
を
す
る
ケ
ー
ス
が
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
原
因
の
１
つ
と
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
上
司
が

自
分
の
権
力
を
利
用
し
て
、
部
下
に
無
理
な
要
求

や
嫌
な
言
い
方
を
し
て
し
ま
う
場
合
で
す
。
ま
た
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
に
よ
り
、相
手
の
気
持
ち

や
状
況
を
理
解
せ
ず
に
一
方
的
に
指
示
を
出
す
と

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
加
害
者
自
身
が
大
き
な
ス
ト
レ
ス
や

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
て
い
て
、
そ
の
イ
ラ
イ
ラ

を
部
下
に
ぶ
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
も
要
因
と
な
り

ま
す
。
加
え
て
、
無
意
識
の
偏
見
や
固
定
観
念
が

影
響
し
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
不
適
切
な

行
動
を
し
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

が
起
こ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

② 

被
害
者
の
視
点 

　

被
害
者
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

が
起
き
る
主
な
理
由
は
力
関
係
の
不
平
等
で
す
。

上
司
や
同
僚
に
比
べ
て
立
場
が
弱
い
場
合
、ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
を
受
け
や
す
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
自
己

主
張
が
困
難
で
あ
っ
た
り
、自
分
の
意
見
を
伝
え
る

こ
と
が
難
し
い
状
況
に
あ
る
と
、
そ
れ
が
原
因
で

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
心
に
大
き
な
負
担
を

与
え
、
ス
ト
レ
ス
や
不
安
が
増
え
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
適
切
な
サ
ポ
ー
ト
や
相
談
窓
口

が
利
用
で
き
な
い
場
合
、
孤
立
し
や
す
い
状
況
が

生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

③ 

職
場
環
境
の
視
点

　

職
場
環
境
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
組
織
の
文
化

が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な
る
こ

顧
客
や
取
引
先
な
ど
か
ら
の
外
部
圧
力
に
よ
る

も
の
で
、
職
場
内
の
人
間
関
係
に
起
因
し
て
発
生

す
る
他
の
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
大
き
く

性
質
が
異
な
り
ま
す
。

　

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
へ
の
対
応
に
お
い

て
は
、
事
業
者
は
明
確
な
方
針
を
策
定
し
、
内
外

に
周
知
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め

顧
客
や
取
引
先
に
対
し
て
も
、カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
が
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る
こ
と
を
周
知

し
ま
す
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
対
応
方
法
を
記
載

し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
就
業
者
が
適
切
に

対
応
で
き
る
よ
う
教
育
を
実
施
し
、
状
況
に
よ
っ

て
は
警
察
へ
の
通
報
や
法
的
措
置
を
取
る
こ
と
も

視
野
に
入
れ
て
対
応
し
ま
す
。

　

法
的
に
は
、「
労
働
契
約
法
」
や
「
労
働
安
全
衛

生
法
」
に
お
け
る
安
全
配
慮
義
務
の
一
環
と
し
て
、

就
業
者
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
２
０
２

５
年
度
中
に
労
働
施
策
総
合
推
進
法
が
改
正
さ
れ
、

事
業
者
に
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
の
義
務
づ
け
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
４
つ
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
類
型
に
つ
い
て

は
【
図
表
１
】
に
示
し
ま
す
。

職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が

起
こ
る
背
景

　

職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
職
場
に
お
け
る
様
々

な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
発
生
し
ま
す
。こ
の
章
で
は
、

加
害
者
、
被
害
者
、
職
場
環
境
の
３
つ
の
視
点
か
ら

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
生
ま
れ
る
背
景
を
説
明
し
ま
す
。

① 

加
害
者
の
視
点 

　

加
害
者
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
職
場
で
自
己
の

を
指
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
妊
娠
を
理
由
に

不
当
な
配
置
転
換
や
解
雇
、
役
職
手
当
の
削
除
、

退
職
の
強
要
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。
法
的
に
は
、

「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」
第
11
条
の
３
お
よ
び

「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
第
25
条
に
基
づ
き
、
事

業
者
は
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

④ 
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
カ
ス
ハ
ラ
）

　

顧
客
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
や
言
動
の
う
ち
、
特
に

悪
質
で
就
業
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
行
為
を

指
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
暴
力
的
な
言
動
や
過

度
な
要
求
、
人
格
を
否
定
す
る
よ
う
な
発
言
な
ど

が
含
ま
れ
ま
す
。
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は

【図表１】職場における主なハラスメントの類型

「パラハラ」の類型
（パラーハラスメント）
・身体的な攻撃
・精神的な攻撃
・人間関係からの切り離し
・過大な要求
・過小な要求
・個の侵害

「セクハラ」の類型
（セクシュアルハラスメント）
・�対価型（�性的要求の服従や不服従に対し

て、利益や不利益を与える行為）
・�環境型（�職場環境を悪化させる性的な

言動や行為）
・�制裁型（�性別を理由に異性へ圧力をかけ

る行為）
・�妄想型（�好意を誤認し、それに基づく言動

を取る行為）

「マタハラ」の類型
（マタニティーハラスメント）
・制度等の利用への嫌がらせ
・状態に対する嫌がらせ

「カスハラ」の類型
（カスタマーハラスメント）
・優位的地位の乱用
・不当・過剰・法外な要求
・職務妨害行為
・個人の尊厳を傷つける行為
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と
が
あ
り
ま
す
。 

た
と
え
ば
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を

黙
認
す
る
よ
う
な
職
場
で
は
、
問
題
が
見
過
ご
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
さ
ら
に
、
管
理
職
が
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
研
修
を
受
け
て
い
な

い
場
合
も
、そ
の
背
景
に
あ
る
要
因
の
１
つ
で
す
。 

職
場
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
足
し
て
い
る

と
、誤
解
や
対
立
が
生
じ
や
す
く
な
り
ま
す
。ま
た
、

過
剰
な
業
務
量
や
達
成
が
難
し
い
目
標
、
ス
ト
レ

ス
の
多
い
労
働
環
境
も
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
き

や
す
い
土
壌
と
な
り
ま
す
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
個
人
や
組
織
に

ど
ん
な
影
響
を
与
え
る
か
？

　

職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
被
害
者
だ
け
で
な

く
、
加
害
者
、
周
囲
の
就
業
者
、
そ
し
て
事
業
者

の
組
織
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
こ
の
章

で
は
、
各
々
の
視
点
か
ら
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
影
響

を
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

① 

被
害
者
の
視
点 

　

被
害
者
は
精
神
的
・
身
体
的
健
康
の
悪
化
を
経

験
し
、
う
つ
病
、
不
安
障
害
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
な
ど
の

精
神
的
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
頭
痛
や
不
眠
な
ど
の
身
体
的
な
症
状
も
現
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。職
場
環
境
の
悪
化
に
よ
り
、

被
害
者
は
職
場
に
居
づ
ら
く
な
り
、
仕
事
の
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
が
低
下
し
ま
す
。
不
本
意
な
退
職
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
キ
ャ
リ
ア
に
悪

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

② 

加
害
者
の
視
点 

　

加
害
者
も
ま
た
、
法
的
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
、
損
害
賠
償
請
求
や
刑
事
責
任
を
負
う
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
職
場
で
の
評
価
が
低
下
し
、

昇
進
や
昇
給
に
影
響
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、加
害
者
は
職
場
で
孤
立
し
、人
間
関
係
が

悪
化
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

③ 

周
囲
の
就
業
者
の
視
点 

　

周
囲
の
就
業
者
へ
の
影
響
も
無
視
で
き
ま
せ
ん
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
目
撃
し
た
り
、
間
接
的
に
影
響
を

受
け
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
囲
の
就
業
者
も
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題
を
抱
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
職
場
の
モ
ラ
ル
が
低
下
し
、
勤
労
意
欲
が
減
退

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
事
業
者
や
上
司
に

対
し
て
不
信
感
を
抱
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

④ 

事
業
者
の
組
織
の
視
点 

　

事
業
者
の
組
織
に
お
い
て
も
、
生
産
性
の
低
下
が

見
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
原

因
で
就
業
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下
し
、
退
職

者
が
増
加
し
、人
材
不
足
に
陥
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
問
題
が
公
に
な
る
こ
と
で
事
業

者
や
組
織
の
イ
メ
ー
ジ
が
低
下
し
、採
用
コ
ス
ト
の

増
加
を
招
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。さ
ら
に
、ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
適
切
な
対
応
を
怠
る
と
、法
的

責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
の
影
響
に
つ
い
て
は
【
図
表
２
】
に
示
し
ま
す
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
ぐ
た
め
に
は
？

　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
加
害
者
、

被
害
者
、
そ
し
て
事
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
適
切
な

予
防
策
を
講
じ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
の
章
で

は
各
々
の
予
防
策
を
説
明
し
ま
す
。

① 

加
害
者
側
の
予
防
策 

　

加
害
者
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

自
己
認
識
と
教
育
が
不
可
欠
で
す
。
自
分
の
言
動

が
他
人
に
与
え
る
影
響
を
常
に
意
識
し
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
を
習
得
し
、
相
手
の
立
場
や
感

情
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
持
つ
こ
と
も
大
切
で
す
。

無
意
識
の
偏
見
や
固
定
観
念
を
認
知
し
、
そ
れ
を

修
正
す
る
努
力
を
重
ね
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

② 

被
害
者
側
の
予
防
策

　

被
害
者
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

自
分
の
意
見
や
感
情
を
適
切
に
表
現
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
自
分
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、
必
要

【図表２】ハラスメントが及ぼす影響

④ 事業者が受ける影響
・職場のモラルの低下
・事業者のイメージダウン
・生産性の低下
・人材の流出
・労災事案・訴訟対応・損害賠償

① 被害者が受ける影響
・精神的・身体的ダメージ
・精神疾患の発症
・名誉・プライバシーの侵害
・能率の低下
・不本意な退職

② 加害者が受ける影響
・職場での信用失墜
・社会的地位の失墜
・自身の家庭の崩壊
・懲戒処分の対象
・訴訟対応・損害賠償の負担

③ 周囲の就業者が受ける影響
・不快や不愉快な気持ち
・自分も被害者になる不安
・事業者や組織、上司への不信感
・能率の低下
・モラルの低下
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で
き
ま
す
。

　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
が
改
善
さ
れ
ず
、
継
続
す

る
場
合
に
は
、
法
的
措
置
の
検
討
も
必
要
で
す
。

弁
護
士
に
相
談
し
、
法
的
な
助
言
を
受
け
る
こ
と

も
有
効
で
す
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
精
神
的
な

影
響
を
受
け
た
場
合
に
は
、
専
門
家
の
助
け
を

借
り
ま
す
。
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
医
師
に
相
談
し
、

適
切
な
ケ
ア
を
受
け
ま
す
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
無
い
職
場
を

つ
く
る
に
は
？

　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
無
い
職
場
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
職
場
内
で
の
対
話
が
不
可
欠
で
す
。
率
直

な
対
話
は
上
司
と
部
下
、
同
僚
同
士
が
互
い
の
意

見
や
感
情
を
共
有
し
、
不
安
や
誤
解
を
解
消
す
る

助
け
と
な
り
ま
す
。
オ
ー
プ
ン
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
よ
り
、
些
細
な
疑
問
や
不
調
和
の
兆
候
を

早
期
に
見
つ
け
、
迅
速
か
つ
適
切
な
対
処
が
可
能

と
な
り
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
発
生
リ
ス
ク
を
大
幅

に
低
減
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
対
話
を
通
じ
て
築
か
れ
る
信
頼
関
係

は
、
各
人
が
安
心
し
て
自
身
の
権
利
を
主
張
し
、

互
い
に
尊
重
し
合
う
風
土
を
醸
成
す
る
た
め
、
職

場
全
体
の
安
全
性
と
活
力
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

結
果
と
し
て
、
全
員
が
自
ら
の
役
割
を
理
解
し
、

協
力
し
て
健
全
な
職
場
文
化
を
形
成
す
る
こ
と
で
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
無
い
環
境
が
実
現
さ
れ
ま
す
。

　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
に
学
ん
で
お
き
た

い
ス
キ
ル
を
【
図
表
４
】
に
示
し
ま
す
。
加
害
者

や
被
害
者
と
な
る
こ
と
を
防
ぎ
、
共
に
安
心
し
て

働
け
る
職
場
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

業
者
を
対
象
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
定

期
的
な
教
育
や
研
修
を
実
施
し
、
意
識
を
高
め
る

こ
と
が
必
要
で
す
【
図
表
３
】。

　

と
り
わ
け
管
理
職
に
は
、
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
対
応
方
法
に
つ
い
て
研

修
を
お
こ
な
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
上
で
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
相
談
窓
口
を
設
置
し
、
就
業
者

が
安
心
し
て
利
用
で
き
る
環
境
を
整
え
ま
す
。
相

談
内
容
の
秘
密
を
保
持
し
、
不
利
益
な
取
り
扱
い

の
禁
止
な
ど
の
相
談
対
応
の
ル
ー
ル
を
明
確
に
し
、

定
期
的
に
周
知
す
る
こ
と
で
、
就
業
者
が
安
心
し

て
相
談
で
き
る
環
境
を
提
供
し
ま
す
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
ら

ど
う
す
れ
ば
い
い
？

　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
場
合
、
ま
ず
は
そ
の

事
実
を
詳
細
に
記
録
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
、
何
を
、
何
の
た
め
に
、

ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
（
５
Ｗ
１
Ｈ
）
を
メ
モ
や

録
音
な
ど
で
証
拠
と
し
て
残
し
ま
す
。
そ
し
て
、

一
人
で
悩
ま
ず
、
信
頼
で
き
る
同
僚
や
上
司
に

相
談
し
、
周
囲
の
協
力
を
得
ま
す
。

　

同
僚
や
上
司
に
相
談
で
き
な
い
場
合
は
、
人
事

部
や
内
部
の
相
談
窓
口
に
相
談
し
ま
す
。
内
部
に

相
談
窓
口
が
無
い
場
合
や
、
内
部
で
は
解
決
が
で

き
な
い
場
合
に
は
、
外
部
の
相
談
窓
口
に
相
談
す

る
方
法
も
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
、全
国
の
労
働
局・

労
働
基
準
監
督
署
に
設
置
さ
れ
て
い
る
総
合
労
働

相
談
コ
ー
ナ
ー
は
、
無
料
で
相
談
を
受
け
付
け
て

お
り
、
電
話
で
も
相
談
で
き
ま
す
。
地
方
自
治
体

の
職
員
は
、
総
務
省
の
行
政
相
談
窓
口
を
利
用

【図表３】事業者に求められるハラスメント防止措置【図表４】 ハラスメント防止のために
             学んでおきたいスキル

① 経営側の明確な意思表示、 基本方針の表明
② ハラスメント防止に関する内部規程類の整備
③ 内部調査・処分ルール・対応ルールの明確化
④ 相談体制の確立 （プライバシーの保護）
⑤ 教育機会の提供
⑥ 被害者へのケアの提供
⑦ 不利益取扱いの禁止
⑧ 再発防止策の徹底

な
場
面
で
「
Ｎ
Ｏ
」
と
は
っ
き
り
言
え
る

ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で

す
。ま
た
、職
場
内
外
で
信
頼
で
き
る
人
々

と
の
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
き
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
場
合
に
す
ぐ
に

相
談
で
き
る
環
境
を
整
え
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義

や
具
体
例
、
対
処
法
に
つ
い
て
の
知
識
を

深
め
る
こ
と
で
、被
害
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と

が
で
き
ま
す
。

③ 
事
業
者
側
の
予
防
策

　

事
業
者
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め

の
明
確
な
ポ
リ
シ
ー
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

策
定
し
、
就
業
者
に
徹
底
周
知
す
る
こ
と

で
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
が
許
さ
れ
な
い

こ
と
を
明
確
に
示
し
ま
す
。
ま
た
、
全
就

◆ 感情のマネジメントスキル
　  感情のマネジメントスキルは、自分の感情を認識し、適切
にコントロールする能力です。職場でのマイナス感情
を適切に処理することで、ハラスメントを予防します

◆ アサーションスキル
     アサーションスキルは、相手を尊重しながら、自分の
意見や感情を率直に伝える能力です。加害者への率直
な意思表明が、問題の早期解決につながります

◆ コミュニケーションスキル
     コミュニケーションスキルは、職場での良好な人間関係
を築くために不可欠です。適切なコミュニケーションが、
誤解や対立を防ぎ、ハラスメントの発生を抑えます

◆ ストレスマネジメントスキル
     ストレスマネジメントスキルは、職場や日常生活でのス
トレスを適切に処理し、メンタルヘルス不調の予防や
健全な職場環境の維持が可能となる能力です

◆ 問題解決スキル
     問題解決スキルは、職場で発生する問題を迅速かつ効果
的に解決する能力です。これにより、ハラスメントの
発生を防ぎ、職場環境を改善できます


